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I 

 

まえがき 

 

小型漁船、プレジャーボート、小型客船等の電装機器は増加の一途をたどっており、電

装設計および電気装備工事内容は多岐複雑化し続けている。このため、電気装備品に関す

る知識を集積化し、電装設計・電気装備工事に携わる技術者に知識と施工例を簡便な形で

提供することは 我が国の造船・電装技術の向上、ひいては高品質化を担保する上で必要

不可欠となっている。このような背景から、この「小型船舶等の電気装備工事ハンドブッ

ク」は平成 4年 3月に作成されて以来、二度の改訂を経て、長く電装設計・電気装備工事

の現場で利用されてきた。 

この間、インバータ、LED照明、LED集魚灯など新たな半導体製品が多数採用される状況

になっており、船舶電装技術者は、それらの仕組みと電装設計時の留意点、施工上の注意

点についても新たに把握する必要に迫られている。また特色ある船舶に対応した技術革新

への対応もある。例えば、船舶の高速化という観点から、軽量電線や軽量化電路材の利用

が検討され、本協会でも調査研究を実施している。また、リチウムイオン電池等の二次電

池のみを船舶の動力源・電源とする電池推進船が複数開発され、電装設計と電気装備工事

が船舶建造に関わる主たる内容になる船舶が登場しはじめた。 

このような飛躍的な技術革新が進む中、参照されるべき「ハンドブック」も新たに改訂

が必要となったため、記載項目の整理と追加を行った。また、本改訂版は関連規則である

小型船舶安全規則、JIS 規格等の改正内容も取り込んでいる。加えて近年の修繕工事の増

加に合わせて、現場で役立つ知識と技術を盛り込むべく、「絶縁抵抗の測定とその判定指

針」、「保守・点検の実施」、「船舶での漏電・感電」といった内容も新たに追加された。 

本ハンドブックの活用により、電装設計ならびに電気装備工事の質の向上がなされ、我

が国の小型船舶等の安全確保と経済的な運航に寄与されれば幸いである。 

なお、本冊子の作成にあたり、日本財団から助成金を頂いたことに多大な感謝を申し上

げると共に執筆や編集に尽力いただいた本協会委員、メーカー、関係官庁各位に深甚の謝

意を表する。 

令和 6年 3月 

                     一般社団法人 日本船舶電装協会 

                 小型船舶等の電気装備工事ハンドブック改訂委員会 

                           委員長 木船 弘康  
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